
４　道路の維持管理については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速や

かに再編調整する。

５　道路占用料については、合併時に再編統一する。

６　河川の維持管理については、継続事業は新市に引き継ぎ、新規事業は新

市において調整する。

７　法定外公共物関係については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速

やかに再編統一する。

８　港湾・海岸の管理については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

23-20 都市計画事業関係

１　都市計画区域については、現行のとおり引き継ぎ、新市において再編調

整する。

２　用途地域については、現行のとおり引き継ぎ、新市において都市計画区

域の再編と同時に指定、調整する。

３　都市計画道路整備計画については、現行のとおり引き継ぎ、新市におい

て都市計画区域の再編と同時に再編調整する。

４　都市計画マスタープランについては、新市において新たに策定する。

５　都市計画審議会については、新市において新たに設置する。

23-21 公営住宅関係

１　公営住宅ストック活用計画については、新市において策定する。

２　公営住宅家賃については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やか

に再編調整する。

３　収納管理については、合併時に再編統一する。

４　改良住宅については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

５　特定公共賃貸住宅については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

23-22 学校教育関係

１　幼稚園保育料については、合併時までに統一する。

２　預かり保育については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整する。




